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１．はじめに  

 これまで、企業の所有構造と経営者交代の関連に関する議論は，主として

大規模企業や中小規模の企業を前提にして展開されてきたが1、二社合弁企

業、とりわけ国際的な二社合弁企業についてはほとんど関心を払ってこなか

った。  

 したがって、本稿では日本市場における日欧二社合弁企業の所有構造と経

営者交代の関連に焦点を当て、それら国際二社合弁企業における所有構造が

経営者の交代と在職期間にどのような影響を当たえるのかを検討する2。  

 まず第 1 章では、理論的背景として従来の古典的な所有と支配の議論を

振り返り、一般的な大規模企業の所有構造の特徴を再確認する。さらに、そ

の議論を踏まえて、合弁企業の所有構造の特徴について理論的に考察する。

そして、以上の理論的考察を演繹し、二社合弁企業の所有構造が経営者の交

                                                  
1  所有構造と経営者交代の関連についての研究として，例えば初期のものには小規模ファミリ

ー企業の創業経営者や所有経営者の交代問題に焦点を当てた C h r i s t e n s e n （ 1 9 5 3 ）や

T r o w （ 1 9 6 1 ）がある。さらにその後，大株主はもとより経営者支配が確立した企業や機関

投資家，また日本企業におけるメインバンクや系列など，様々な所有タイプの経営者交代に及

ぼす影響が検証された（ A l l e n  a n d  P a n i a n ， 1 9 8 2 ； J a m e s  a n d  S o r e f ， 1 9 8 1 ；

B o e k e r ， 1 9 9 2 ； B o e k e r  a n d  G o o d s t e i n ， 1 9 9 3 ； K a n g  a n d  S h i v d a s a n i ， 1 9 9 5 ；

D e n i s  a n d  S a r r a n o ， 1 9 9 6 ； D e n i s ， D e n i s  a n d  S a r i n ， 1 9 9 7 ； S m i t h  a n d  
A m o a k o - A d u ， 1 9 9 9 ； H u s o n ,  P r r i n o  a n d  S t a r k s ， 2 0 0 1 ； S h e n  a n d  C a n n e l l a ，

2 0 0 2 ；加藤・木村， 2 0 0 5 ； H e  a n d  S o m m e r ， 2 0 1 1 ） 
2  本稿は科学研究費補助金（基盤研究 B 、課題番号： 2 3 3 3 0 1 2 9 ）の助成を受けている。ここ

に記して謝意を表する。  
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代と在職期間にもたらす影響について、いくつかの仮説を提示する。  

 続く第 2 章では調査方法を概観する。具体的には、対象となる合弁企業

の選定と調査期間の設定、所有構造の把握の仕方や経営者交代と在職期間の

データ化、さらに比較対照群である完全子会社と多重合弁について説明す

る。  

 さらに、第 3 章では分析結果について触れる。二社合弁企業特有の所有

構造が当該企業経営者の交代と在職期間にどのような影響を与えているのか

を比較対照群との違いから明らかにする。その後、二社合弁企業に絞ってさ

らに追加的な分析を行う。 

 終章では、以上の分析結果に基づいて最終的な結論を述べ、その結論の含

意について言及する3。  

 

２．理論的背景  

１）二社合弁企業の所有構造  

 企業の所有に関する理論で、古典的かつもっとも影響力のあるものが

B e r l e  a n d  M e a n s（ 1 9 3 2）だろう。彼らは、大規模企業における株式の

高度分散化に伴う所有と支配の分離について指摘した。この B e r l e  a n d  

M e a n s（ 1 9 3 2）に端を発する所有と支配または所有と経営の分離に関する

議 論 は 、 表 １ の よ う な 企 業 に お け る 三 つ の 支 配 類 型 を 指 摘 し て い る

（M c E a c h e r n，1 9 7 5）4。  

 第一は所有者経営型企業である。主として中小企業を例とすると分かりや

すい。すなわち、単独あるいは少数の支配的大株主が企業を所有し、経営者

の選任権を握って支配し、かつ自らが経営者として業務の執行も行うタイプ

の企業である。所有と支配と経営は一致している。  

 第二は所有者支配型企業である。創業者あるいは創業者一族が経営の一線

                                                  
3   なお、本稿で取り上げる国際合弁企業は、複数の親会社からなる多重所有的な合弁企業も視

野に入れつつ、これまでの石井（ 2 0 0 9 ）の研究を踏まえ、主として２社の親会社によって所

有される国際２社合弁を念頭に置いている。また、本稿で着目する経営者とは、日本企業で言

うところの代表取締役社長であり、欧米企業で言うところの C E O （ C h i e f  E x e c u t i v e  
O f f i c e r ）に当たる。  

4  会社支配論ないし経営者支配論において、支配の定義または根拠をめぐって二つの説が存在

するという（坂本， 2 0 0 7 ）。支配の正当性を取締役の法的選任権におく学説と生産手段を独

占し戦略的意思決定を担う地位におく学説である。前者は上記の B e r l e  a n d  M e a n s
（ 1 9 3 2 ）に代表され、後者は B u r n h a m （ 1 9 4 1 ）、 G o r d o n （ 1 9 4 8 ）と G a l b r a i t h
（ 1 9 7 8 ）に代表される。 B u r n h a m （ 1 9 4 1 ）は，支配とは生産手段への他者の接近を禁じ，

またその生産手段から得られた収益の配分において優遇をうけることと定義し、生産手段に実

質的に携わる経営者が支配力を持つとした。また、 G o r d o n （ 1 9 4 8 ）は実質的な意思決定を

担う組織階層上の人々の支配力を認め、 G a l b r a i t h （ 1 9 7 8 ）は，ある生産要素に支配力を与

えるものがその希少性であり，それが土地，資本，そしてテクノストラクチャーという組織職

位の階層・体系に移ってきたといい、彼らもまた支配力の源泉を経営者の地位に求めている。

なお、本稿では合弁企業の所有・支配・統治の議論で採用されてきた学説が B e r l e  a n d  
M e a n s （ 1 9 3 2 ）であるため、その経緯・文脈上から支配を「取締役選任権」と捉えておく。  
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を去り、主として内部昇進の専門経営者が台頭しはじめてくる企業によく見

られるタイプである。未だ株式が高度に分散化していないため、単独ないし

少数の支配的な大株主が経営者の選任権（支配）を占有する一方で、実際の

業務執行すなわち経営を専門経営者に任せる。所有者と支配者は同一である

が、所有者（支配者）と経営者は人格的に分離しているため、所有と経営が

分離している。  

 第三は、経営者支配型企業である。今日の多くの大規模企業に見られるタ

イプである。株式が高度に分散化し、多数の小口株主が企業の所有者とな

る。いずれの株主も自らの意思を経営に貫徹できるほどの株式を保有でき

ず、経営者の選任権は専門経営者自身の手に握られる。専門経営者が企業を

支配するとともに経営も行う。ここに至り、所有と支配が分離する。  

 

表１ 企業支配の三類型 

支配類型  所有構造  支配  経営  所有と支配  
の分離  例  

所有者経営型企業  
( O w n e r - m a n a g e d  f i r m )  

一名あるいは  
少数の支配的大株主

所有者 所有者 ×  中小企業

所有者支配型企業  
( O w n e r - c o n t r o l l e d  

f i r m )  

一名あるいは  
少数の支配的大株主

所有者 経営者 ×  －  

経営者支配型企業  
( M a n a g e r - c o n t r o l l e d  

f i r m )  
多数の小株主  経営者 経営者 ○  大企業  

出所）この表は M c E a c h e r n ( 1 9 7 5 ) ,  p . 6 1 ,  t a b l e  4 - 1 に基づいている。   

 

 以上の一般的な株式会社の支配類型に対して、われわれは二社合弁企業の

所有・支配の特徴を表２のように類推する。  

 二社合弁企業は当然のことながら二社の親企業が共同で出資し設立する。

したがって共同で所有し支配することになるため、一般にその支配形態は共

同支配と呼ばれる。所有構造も当然ながら大株主である二社の親企業によっ

て二分される。ただし、所有割合（出資比率）に応じて対等合弁（ e q u a l  

p a r t n e r ） で あ っ た り 、 一 方 が 多 数 派 （ m a j o r i t y ） で 他 方 が 少 数 派

（m i n o r i t y）であったりするなど、パワーバランスは様々である。  

 しかしながら、このパワーバランスの結果、経営者の専任権は両親会社が

共同で保持する場合もあれば、あるいは一方の親会社が優先的に保持する場

合もある。しかしながら、いずれの場合であっても、所有者（大株主）とい

う存在が経営者の選任権力を保持し支配を確立していることには変わりな
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い。したがって、所有と支配は一致していると見るべきだろう。  

 

表２ 二社合弁企業の支配類型 

支配類型  所有構造  支配  経営  所有と支配の

分離  

共同支配  二社の大株主  
(二社の親企業 )  

所有者  
(親企業 )  

経営者  
（親企業から派遣）

×  

 

 では、所有と経営はどうだろうか。所有者である親企業は機関所有者と変

わりのない法人株主である。他方、実際の業務執行、すなわち経営は通常い

ずれかの親企業から派遣された経営者が担当する。所有者と経営者は人格的

に分離していると見るべきだろう。  

 このような二者合弁企業の所有・支配（または経営）の構造的特徴は、基

本的に所有者支配型企業と類似している、あるいは所有・支配の構造上に限

って言えば、原理的に二社合弁企業は所有者支配型企業に含められると考え

られる。  

 

２）二社合弁企業における経営者交代の特徴  

 では、このような所有構造は当該合弁企業の経営者交代にどのような影響

を 及 ぼ す の だ ろ う か 。 具 体 的 数 字 を 明 ら か に し て い な い が 、

M c E a c h e r n ( 1 9 7 5 ) によると所有者経営型の経営者は他の二つのタイプの

企業の経営者より在職期間がおおよそに倍になるという。所有者かつ（選任

権を有している）支配者でもある経営者が自己を解任することは通常ありえ

ず、自発的に退職するまで長期在職化するということはしばしばありうるこ

とである。長期在職化するということは、すなわち経営者交代が稀だという

ことである。  

 対して、所有者支配型企業と経営者支配型企業は、利益低迷が経営者交代

のきっかけになるという（ J a m e s  a n d  S o r e f， 1 9 8 1）。まず所有者支配

型企業では、経営の目的は唯一所有者の利益に還元すること、すなわち株主

価値の増大だけである。よって、株主価値の減少とその引き金となる利益の

低迷に所有者は過敏に反応し、経営責任を取らせるため、その選任権を行使

し専門経営者を解任するのである。したがって、利益低迷が交代を促すこと

になる。  

 続いて経営者支配型企業では、経営者の選任権が専門経営者自らの手にあ

り、所有者（株主）の利益追求のプレッシャーは相対的に低下しているた
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め、 J a m e s  a n d  S o r e f（ 1 9 8 1）によると利益の低迷は経営者交代の引き

金とならない。しかしながら、実証研究の結果は利益低迷が経営者の交代を

促していた。利益追求は企業がゴーイング・コンサーンとして存続していく

ための最も不可欠かつ根本的な目的である。いくら専門経営者が自己の選任

権を保持し支配を確立していても、利益追求をおろそかにするわけにはいか

ない。利益を上げることのできない経営者はいずれは放逐される。専門経営

者の支配は大株主など確立している支配と比べて盤石ではないと言えるだろ

う。  

 いずれにしても、所有者経営型企業における経営者交代が稀なのに対し

て、所有者支配型企業ならびに経営者支配型企業における経営者交代の頻度

は、利益の動向に左右されるとはいえ、相対的に頻繁であると言える。  

 以上の通常企業の推論に基づいて二社合弁企業の経営者交代の特徴につい

て考えてみたい。先述したように二社合弁企業の所有・支配構造は所有者支

配型企業に近似している。そして上記の検討から、所有者支配型企業では、

所有者である支配的株主が利益低迷などを理由に単独かつ任意で専門経営者

を交代させることができた。したがって、二社合弁企業でも支配的な所有者

である両親会社の意向によって、経営者は容易く交代させられるのだろう

か。我々は、それは必ずしも容易ではないと考える。  

二社合弁の親企業はそれぞれが所有割合に応じた権力と権利を保持してい

る。折半出資の対等合弁企業では，両親会社が対等の権利を有しており，そ

の所有と支配は二分されているので，いずれの親企業も単独かつ任意で経営

者を選任できる権利を持たない。しかしながら、一方の親会社が株式の過半

を占める非対等の合弁では、法制度上は他方の親会社の意向を無視して経営

者を退任させたり選任したりすることが可能である。  

ただし、そもそも両社は共に事業を営むビジネス・パートナーであり、経

営者の選任権（支配）を奪い合う権力闘争の関係ではない。経営者の交代に

際しては、事業の主導権を巡って多少のやり取りがあるかもしれないが、多

数派が少数派に対し一方的に自社の考えを押し付けることは考えにくい。も

し、強行すれば共同事業が破たんしてしまうだろう。以上から，二社合弁の

経営者は通常，パートナー間の調整や交渉を通じて退任されたり選任された

りすると考えられる。 

このように，合弁企業の経営者の退任や選任は、当該合弁企業の所有比率

にかかわらず、親会社間の共同決定でなされるため、一定の合意に達するに

は時間がかかると考えられる。よって、合弁企業の経営者交代の頻度は、一

般的な所有者支配型企業に比べて相対的に低いと考えられる。 

以上の推論の結果をデータによって確認するために、われわれは以下のよ
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うな仮説を提示する。 

 

１ . （ 日 欧 ） 二 社 合 弁 企 業 の 経 営 者 交 代 の 頻 度 は 所 有 者 支 配 型 で あ る

（欧）完全子会社の交代頻度よりも低くなる。よって，（日欧）二社合

弁の経営者の在職期間は（欧）完全子会社の在職期間よりもより長くな

る。  

  

完全子会社は所有・支配の構造上、所有者支配型企業に属する。さらに、

完全子会社は単独の親会社が経営者の選任権を保有しており、支配的な大株

主がほぼ単独で経営者の選任権を占有するような一般的な所有者支配型企業

に近い。したがって、本稿では完全子会社を所有者支配型企業の代理する企

業として用い、二社合弁企業の比較対象群とすることにした。また、本稿の

調査対象は日本市場における日欧二社合弁であるため、比較対象となる完全

子会社には、日本市場における欧親企業の子会社を選択する。 

さらに，仮説１の論理を敷衍すると次のような予想が成り立つ。すなわ

ち、合弁企業に出資参加するパートナー企業が増えれば増えるほど，合弁企

業の経営者選任はより多くの親会社間での調整が必要となり、より時間を要

すると考えられる。したがって、そのような多重所有の合弁企業では、経営

者の退任や選任に伴う調整労力を嫌い、できるだけ経営者交代を回避する傾

向があると考えた。したがって、追加的に以下の仮説２を提示する。  

 

２．（日欧）多重所有の合弁企業（三社以上の親会社）の経営者交代頻度

は（日欧）二社合弁の交代頻度よりも低くなる。よって，（日欧）多重

合弁企業の経営者の在職期間は（日欧）二社合弁の在職期間よりも長く

なる。 

 

３．調査方法 

 以上の仮説を確認するためのデータについて説明しておきたい。調査対象

企業は先述した通り日本市場における日欧二社合弁企業であり、調査対象経

営者は当該二社合弁企業の代表取締役社長である。しばしば、合弁企業では

会長職に多数派の親会社の会長なり社長なりが象徴的に就任し、実務面を社

長職に派遣された人物が担うことがある。代表取締役社長は法制度上も実質

上も合弁企業の（専門）経営者としてみなすことができるだろう。 

 本稿の調査サンプルは、石井(2 0 0 9 )の国際二社合弁のデータベースに依

存している。石井(2 0 0 9 )のデータベースは、 1 9 8 7 年に成立された日本の

製造業における日欧二社合弁企業 7 5 社の 2 0 0 5 年までの所有比率データか
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ら成る。まず、このデータベースから 1 9 8 7〜1 9 9 6 年の合弁企業 4 6 社の

所有比率のデータを抽出した。当該期間・企業を選択した理由は次の通りで

ある。 

元データベースの二社合弁企業は、一方のパートナーによる全株式売却ま

たは完全子会社化、第三者の出資参加、両パートナーの完全撤退などの合弁

解消によって経年減少する。つまり、調査期間を長くとればとるほど調査対

象の合弁企業数が少なくなる。しかし、逆に調査期間を短くとりすぎると社

長交代の頻度と在職期間の長さが十分でなくなる。 

分析できる程度の社長の交代頻度と在職期間を確保するには、調査期間と

企業数のバランスを取る必要があった。検討の結果、設立された年から 1 0

年間（1 9 9 6 年時点まで）が調査期間として適当であると判断した。なお、

当該期間にわたり合弁が解消されずに存続し続け、かつデータに欠損がなく

調査対象となった企業は 4 6 社であった。 

さらに所有比率データを補足収集するとともに、引き続き社長の交代頻度

と在職期間のデータを追加収集した。最終的なサンプルは社長 1 2 2 名の総

交代頻度 7 6 回および平均在職期間 3 . 7 7 年となった。なお、データソース

は各該当年度の『海外進出企業総覧』に依った。  

 続いて、比較対象群である完全子会社と多重合弁企業のデータサンプルに

ついて説明する。石井（ 2 0 0 9）のデータベースを参考に、『海外進出企業

総覧』に基づき 1 9 8 7 年から 1 9 9 6 年までの欧企業の完全子会社と、三社以

上の日欧企業が出資する多重合弁のデータベースを新たに構築した。二社合

弁の比較対象として、市場と業種をコントロールするために、同じく日本の

製造業に限定している。 

 完全子会社は、文字通り単独の欧親企業によって 1 0 0％所有された子会

社である。親会社を欧州企業としたのも、日欧二社合弁という国際性を比較

対象群にも共通要素として持たせておきたかったからである。仮に親会社を

日本企業にした場合、その完全子会社は膨大な数にのぼり、比較対象として

も適切ではない。当該調査期間中の最終的に利用可能なサンプル数は、 2 6

社の 7 5 名の社長（総交代頻度 4 9 回・平均在職期間 3 . 4 7 年）であった。 

 また、多重合弁企業は創立時点（ 1 9 8 7 年）から査終了時点（ 1 9 9 6 年）

まで、日欧パートナーを含めた三社以上が出資し、多数の親企業によって所

有された国際合弁企業である。出資比率にかかわらず、欧州企業が一社でも

参加していれば、それを国際的な多重合弁企業と考えた。国際的な多重合弁

を対象としたのは、無論、日欧二社合弁の比較対象群として同じく国際性を

もたせるためである。最終的なサンプルは、総企業数 2 2 社の社長 5 5 名

（総交代頻度 3 3 回・平均在職期間 4 . 0 0 年）であった。 
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表３ 二社合弁と比較対象群のサンプル概要 

    二社合弁  完全子会社  多重合弁  

 
 

産業分類  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

食品  - 1 1  

繊維・衣服  - - 1  

パルプ・紙・紙

加工品  -  3  -  

化学  2 5 5 6  

医薬品  2 3 3  

石油製品・石炭

製品製造業  -  -  1  

プラスチック  2 - -  

ガラス・窯業  2 - -  

非鉄金属  - 1 -  

鉄鋼  4 2 -  

機械・同部品  7 5 5  

電気機器  1 3 1  

自動車  1 - 2  

その他  2 3 2  

総企業数  4 6  2 6  2 2  

総社長人数  1 2 2  7 5  5 5  

総社長交代頻度  7 6  4 9  3 3  

社長平均在職期間  3 . 7 7  3 . 4 7  4 . 0 0  

創立時平均規模  
(従業員数 )  

1 3 5 . 2 8  3 8 9 . 8 5  7 5 7 . 7 7  

 

 表３は以上の作業を通じて作成したデータの概要である。実際の分析

に使用するデータはとりわけ社長交代頻度であるので、かろうじて、簡

単な統計的処理に耐えうるサンプル数であると考える。  

 

４．分析結果と結論 

 表４は日欧二社合弁とその比較対象群（欧完全子会社・日欧多重合弁）の



 

記述

 

 

 日

の間

るだ

 

 交

 在

 

 こ

わち

二社

説１

低く

この

単

支配

も、

交代

くな

し

統計である

欧二社合弁

に，わずか

ろう。 

代頻度：多

職期間：多

の平均の差

、上記の不

社合弁の在職

と整合的で

、よって多

ことは仮説

単一の明確な

配型企業では

パートナー

しない。そ

る。  

かし、残念

る。 

表４ 二

弁，欧完全

かではある

多重合弁 ( 1

多重合弁 ( 4

差は、傾向

不等号は、

職期間は完

である。さ

多重合弁の

説２と整合

な支配的株

は経営者が

ー関係から

そして、そ

念ながら分

二社合弁と

全子会社と

るが差があ

1 . 5 0 )＜二

4 . 0 0 )＞二

向としては事

二社合弁の

完全子会社

さらに、不等

の在職期間が

合的である。

株主が存在す

が比較的交代

ら成り立つ二

その傾向はパ

分散分析の結

9 

と比較対象

日欧多重合

った。それ

社合弁 ( 1 .

社合弁 ( 3 .

事前に予測

の交代頻度

より長いこ

等号は多重

が二社合弁

。  

する完全子

代するのに

二社合弁企

パートナー

結果は統計

象群の記述

合弁の交代

れは以下の

6 5 )＜完全

7 7 )＞完全

測した仮説

度は完全子

ことを示し

重合弁の交

弁よりも長

子会社、換

に対し、同

企業では相

ーの数が増

計的に有意

述統計 

頻度と在職

ような不等

全子会社 ( 1 .

全子会社 ( 3 .

と一致して

会社より低

ている。こ

代頻度が二

いことを示

言すれば純

じ所有者支

対的に経営

える多重合

ではなかっ

 

職期間の平

等号で表さ

. 8 8 )  

. 4 7 )  

ている。す

低く、よっ

この結果は

二社合弁よ

示している

純粋な所有

支配型企業

営者があま

合弁企業で

った。した

平均

れ

すな

て

は仮

り

。

有者

業で

り

で強

たが
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って、厳密に言えば仮説１と２は支持されない。  

以上のように、経営者交代が比較的容易に起こると考えられる所有者支配

型企業において、その企業類型に属しながらも二社合弁は若干異なった経営

者交代のふるまいを見せた。しかし、統計的かつ決定的な差異を見いだすま

でには至らなかった。そのため、引き続き二社合弁企業に絞り次のような分

析を行うことにした。  

第一の分析は、対等合弁と非対等合弁（多数派－少数派）で交代頻度と在

職期間に統計的差異が見いだせるかを確認することである。仮説１や仮説２

を演繹させると、両パートナーが同程度の経営者選任権力をもつ対等合弁ほ

ど、調整コストがかかり経営者交代の頻度が抑えられる傾向があると考えら

れる。対して、一方のパートナーが選出権を保持する多数派－少数派合弁ほ

ど、比較的容易に経営者が交代する可能性があると考えられる。これまでの

分析では、二社合弁として一括して扱ってきた合弁企業を所有比率で類型化

し、さらに検討を加えるという方向である。  

第二の分析は、国際二社合弁の社長交代に影響する要因として所有構造以

外のより背景的、あるいはマクロ的要因に着目することである。しばしば、

先行研究で経営者交代に影響する背景要因として指摘されてきたのが組織規

模である。W e b e r（ 1 9 5 6）のカリスマ支配の日常化の議論が援用され、組

織規模が増大し官僚制機構が発展すると経営者交代がルーティン化し交代頻

度が増加すると仮説化され、一定の実証結果が得られている 5 。このような

一般企業を対象にした発見が二社合弁のような特殊な企業形態でも普遍的に

観察できるのかを確認したい。  

さらに、よりマクロな要因としては経済システムに着目する。同じ資本主

義であっても地域によって独特の経済システムが構築され、それが当該地域

の企業の所有構造やガバナンス構造を特殊なものとしているとの指摘がある

（A l b e r t， 1 9 9 1）。本稿が対象にしている二社合弁企業は国際性という特

殊な要素をもっている。両パートナー企業のもつ国際的な地域性が重層しあ

って、合弁企業の所有構造やガバナンス構造を規定し、それを介して経営者

交代に影響している可能性も否めない。具体的には、欧州パートナー企業の

国籍に着目し、国籍によって二社合弁企業を分類し、社長交代と在職期間の

相違を検討したい。  

 

５．補論－追加的分析－  

１）対等合弁と非対等合弁の分析  

                                                  
5  例えば、 G r u s k y （ 1 9 6 1 ）、 T r o w （ 1 9 6 1 ）、 K r i e s b e r g （ 1 9 6 2 ）を参照。  



 

①類

ま

した

第

派）

半数

弁（

の親

る）

つに

 

 

な

化し

 

く

在

 

 選

り、

なる

数を

いず

行わ

 

類型化と仮説

ず、日欧二

。なお、類

一に、二社

に分ける。

数以上の株式

以下、Ｊ -

親企業過半数

が含まれて

分類した。

お、分析に

ておくと以

対等合弁

なる。よ

職期間より

選出権力を

また合意に

べく交代を

占め明確に

れにあるか

れると考え

説の提示  

二社合弁企

類型化に当

社合弁企業

まだこの

式を持ち欧

- M j と略す

数未満しか

ている。し

 

図１

に先立って

以下のとお

の交代頻度

って、対等

り長くなる

二分する対

に達するに

を回避しよ

に選出権力

かが明確で

えられる。

企業を親企業

当たっては図

業を対等合弁

の時点では、

欧州の親企業

する）と、

か保有しな

したがって、

１ 所有割

て、議論を要

おりである。

度は非対等

等合弁の在

る。  

対等合弁で

には多大な調

ようとするだ

力を保持す

であり、少な

したがって
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業の所有割

図１のよう

弁とそれ以

、非対等合

業が過半数

欧州の親

ない欧州多

、さらに第

割合による

 

要約してお

。  

等合弁（ J -

在職期間は

では、社長

調整コスト

だろう。対

る非対等合

なくとも対

て、以上の

割合に応じ

うな類型手

以外の非対

合弁企業に

数未満の株

親企業が過半

数派合弁

第二段階と

る類型化手

おく上でも

- M j ・ E - M

非対等合

交代はコン

トと時間が

対して、一

合弁では、

対等合弁よ

の仮説を導

て，三つの

順を踏んだ

等合弁（多

は、日本の

式を持つ日

半数以上を

（以下、 E

して、これ

手順 

われわれの

M j ）の交代

弁（ J - M j

ンフリクト

かかる。し

方の親企業

経営のイニ

りはスムー

出する。  

の類型に分

だ。  

多数派－少

の親企業が

日本多数派

を保有し日

E - M j と略

れらを各々

 

の予想を仮

代頻度より

・ E - M j ）

トの原因と

したがって

業が株式の

ニシアチブ

ースに交代

分類

少数

が過

派合

本

略す

二

仮説

低

の

な

て、

の多

ブが

代が



 

②分

表

は、

（ J -

（J -

こ

対等

方が

的な

して

 

 

し

二社

営者

営者

れな

 

２）

組

て 、

下）

（ 2 0

平均

５で

 

分析結果  

９はサンプ

仮説と正反

- M j と E -

- M j と E - M

の結果をど

な関係より

 経営者の

所有・支配

いるのだろ

かし、完全

社合弁企業の

者交代にさほ

者交代は所有

い。  

二社合弁企

組織規模の代

二 社 合 弁

」、「小規
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均交代頻度と

ある。  

プルの概要
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の交代頻度

配構造が経
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表９ 対

全子会社や

の所有・支

ほど影響を

有構造以外

企業の組織

代理変数と

弁 企 業 の 規

規模（6 0 -

）」の四つ

と平均在職

要と結果の両

った。すな

も高く、よ

も長かった

に解釈するか

ちらか一方が

が低くなり

経営者の退任

対等合弁と

や多重合弁

支配構造は、

を与えない

外の要因に

織規模と経営

して本稿で

規 模 （ 従 業

9 9 名）」

つのタイプ

職期間、そ
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両方を示し

なわち、対

よって、対

た。また統計

か。国際二

が株式の過

り，在職期

任可能性を

と非対等合
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カリスマの

スは、企業

明論理とし

るとも考え

国籍別類型

後の分析を

経営者交代に

欧州パートナ

している。

注）石井（ 2

ートナー企

オランダ、

だろう。そ

とそれ以外

て国籍不明

７は、欧パ

以外の国々

パートナー

社長の交代

差の検定の結

1 0％水準

あり、規模

こともあり

え抜きによ

、二社合弁

の日常化に

業規模が大

して、カリ

えられる。

型間の相違

を説明した

に影響して

ナー企業の

 

表６ 

0 0 9 ）で国籍不

企業として

、そしてフ

そこで実際

外の国に類

明とされた

パートナー

々の二社合

ーがドイツ

代頻度が低

結果、交代

準で有意で

模による分

、さらに合

よるルーテ

弁企業にお

によって単純

大きくなる

スマの日常

 

違  

たい。国際的

ているとの仮

の国籍にした

パートナ

不明とされた 1

て最も多いの

フランスと続

際の分析に

類型化した

た 1 社を除

ーがドイツ企

合弁の平均交

ツ企業の二社

低くなり在職

代頻度が 5％

あった。な

分析結果への

14 

合弁トップ

ィン的交代

おける組織

純に説明で

ほど経営者

常化以外の

的な地域性

仮説を検証

たがって国

ナー企業の

1 社を分析から

のがドイツ

続くが、サ

あたっては

。なお、石

き、総合弁

企業である

交代頻度と

社合弁は、

職期間が長

％水準で統

なお、両タ

の影響はな

プは本来親

代も生じに

規模増大

できない。

者交代の頻

の論理が存

性（地域的

証するため

国別に分類

の国籍の内

ら除いた。  

ツ企業であ

サンプル数

は、サンプ

石井（ 2 0 0

弁企業数は

る二社合弁

と平均在職

それ以外

長くなって

統計的に有

タイプの合

ないものと

会社から派

くい企業形

と交代頻度

むしろ二社

度が高まる

在する可能

経済システ

に、まず日

した。表６

内訳 

る。その他

としては十

ル数のバラ

0 9）のデー

4 5 社とな

と、欧パー

期間を示し

の国との二

いる。さら

意であり、

弁の組織規

考えられる

派遣される

形態と言え

度増加の関

社合弁企業

るという傾

能性を指摘

テムの相違

日欧二社合

６はその内

 

他順次イギ

十分とは言

ランスから

ータベース

なっている

ートナーが

したもので

二社合弁に

らに、平均

平均在職

規模はほぼ

る。  

の

える

関係

業の

傾向

摘し

違）

合弁

内訳

ギリ

言え

ド

に

。  

がド

であ

に比

均値

職期

ぼ同



 

  

 現

資本

ると

ング

本

ば、

治さ

る。

があ

など

あり

 一

てい

のか

所有

メン

るケ

 ド

され

な安

展し

て国

な影

しれ

現代社会は資

本主義が世界

いう。日本

ロサクソン

本稿で焦点

アングロサ

れる。まさ

したがって

ると言える

利害関係者

、業績と交

般に、日本

ると言われ

もしれない

有構造・ガバ

トの安定性

ースよりも

イツと日本

れることが多

易な議論を

た経済シス

際二社合弁

影響要因ばか

ない。  

表７ 国

資本主義経

界に浸透し

本とドイツ

ン型資本主

を当ててい

サクソン型

さしく所有

て、経営者

る。対して

者を重視す

交代は必ず

本の株式会

れるが、そ

い。いずれ

バナンス構

性・継続性

も社長の交

本は産業構

多い（A l b

を展開すべ

ステムが結

弁企業の経

かりを探求

別比較の

経済システ

しているわ

ツの資本主義

主義と対置

いる企業の

型資本主義で

有者支配型企

者は業績に

てライン型資

する企業統治

ずしも連動

会社構造はア

その企業統治

れにしても、

構造の類似性

性に寄与し、

交代頻度が低

構造や国民性

e r t， 1 9 9

べきではない

結果、両国の

経営者交代

求してきた経

15 

のサンプル

ムが支配的

けではなく

義は一般に

される（A

の所有構造

では株主価

企業の背景

よって比較

資本主義は

治が採用さ

しないと言

アメリカ企

治の理念は

、このよう

性が、日独

、その他の

低く在職期

性などでよ

9 6；T o d d

いだろう。

の間で類似

に影響を及

経営者交代

ル概要と分

的だが、必

く、地域的

にライン型

A l b e r t，1

やガバナン

価値を最大

景となるよ

較的容易に

は、従業員

される。経

言える。  

企業をモデ

はむしろド

うな同種の

独二社合弁

の国が日本

期間が長く

よく類似し

， 2 0 0 8）

しかしな

似し、それ

及ぼしてい

代に新たな

分析結果 

ずしも理想

に様々な亜

資本主義と

9 9 1）。  

ンス構造に

化するよう

うな経済シ

交代させら

や取引先、

営者の評価

ルとし、両

イツの株式

経済システ

企業のトッ

企業のパー

なるのだろ

ていると引

。確かに文

がら、地域

がマクロ的

るならば、

視点を導入

 

想形として

亜種が存在

と呼ばれ、

に関して言

うに企業は

システムで

られる可能

顧客や社

価軸は多様

両者は類似

式会社に近

テムに基づ

ップ・マネ

ートナーに

ろうか。  

引き合いに

文化決定論

域合理的に

的要因とな

従来近接

入できるか

ての

在す

ア

言え

は統

であ

能性

社会

様で

似し

近い

づく

ネジ

にな

に出

論的

に発

なっ

接的

かも
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